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利用料金規定及び減免規定一覧（手数料含む。） 

 

○相模原市立診療所条例 

（平成２２年３月２６日条例第５号、改正 平成２７年７月１日条例第３５号） 

 

(利用料金) 

第５条 診療所を利用した者(以下「利用者」という。)は、第１２条の規定によ

り診療所の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)に対し、診療所の利用

に係る料金(以下「利用料金」という。)を、利用の都度納付しなければならな

い。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、延納させ、又は

分納させることができる。 

２ 利用料金は、次の各号に定める額とする。 

（１）健康保険法(大正１１年法律第７０号)第７６条第２項(同法第１４９条に

おいて準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和５

７年法律第８０号)第７１条第１項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める診

療報酬の算定方法により算定した額(以下「健康保険診療費」という。) 

（２）消費税法(昭和６３年法律第１０８号)第６条第１項の規定により消費税

を課されないこととなる診療以外の診療については、健康保険診療費に１０

０分の１５０を乗じて得た額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を

得て定める額 

（３）往診のために車を使用したときの利用料金の額は、次に掲げる往診距離

の区分に応じて定める額(以下「往診料額」という。)に、往診料額に消費税

法第２９条の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額

に地方税法(昭和２５年法律第２２６号)第７２条の８３の税率を乗じて得た

額(その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加えた

額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額 

ア片道２キロメートル以下の場合 ３００円 

イ片道２キロメートルを超え４キロメートル以下の場合 ４００円 
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ウ片道４キロメートルを超える場合 イの額に２キロメートル(２キロメート

ル未満の端数があるときは、これを２キロメートルとする。)増すごとに３

００円を加算した額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別に費用を要するものについては、実費

に相当する額を基準として指定管理者が市長の承認を得て定める額 

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

(手数料) 

第６条 次の各号に掲げる診断書等の交付を受けようとする者は、当該各号に掲

げる額の手数料を交付の都度納付しなければならない。ただし、市長が特別の

理由があると認めるときは、この限りでない。 

（１）普通診断書 １通につき１，５７５円 

（２）死亡診断書その他記載事項がこれに類するもの １通につき３，１５０

円 

（３）自動車損害賠償責任保険に関する診断書その他記載事項がこれに類する

もの １通につき４，２００円 

（４）死体検案書 １通につき３，１５０円 

（５）証明書 １通につき１，０５０円 

（６）診察券(再交付に限る。) １枚につき１５０円 

（７）前各号に定めのない診断書等 実費に相当する額を基準として市長が定

める額 

(利用料金及び手数料の減免) 

第７条 第５条第１項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところ

により、利用料金を減額し、又は免除することができる。 

２ 前条の規定にかかわらず、市長は、規則で定めるところにより、手数料を減

額し、又は免除することができる。 

(利用料金及び手数料の不還付) 

第８条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の

理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 
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２ 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

○相模原市立診療所条例施行規則（平成２２年３月２９日規則第２１号） 

 

(利用料金及び手数料の減免) 

第３条 条例第７条第１項の規定による利用料金の減免は、指定管理者が特に必

要であると認めた場合で、市長の承認を得て指定管理者が定める率により行

う。 

２ 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が別に

定める方法により、指定管理者に減免の申請をするものとする。 

３ 条例第７条第２項の規定による手数料の減免は、市長が特に必要があると認

めた場合で、その都度市長が定める率により行う。 

４ 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」とい

う。)は、診療所手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、手数料を、

減免するときは診療所手数料減免決定通知書により、減免しないときはその旨

を減免申請者に通知するものとする。 

(利用料金及び手数料の還付) 

第４条 条例第８条第１項ただし書の規定により既納利用料金の還付を受けよう

とする者は、指定管理者が別に定める方法により、指定管理者に還付の申請を

するものとする。 

２ 条例第８条第２項ただし書の規定により既納手数料の還付を受けようとする

者(以下「還付申請者」という。)は、診療所手数料還付申請書を市長に提出し

なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、手数料を、

還付するときは診療所手数料還付決定通知書により、還付しないときはその旨を

還付申請者に通知するものとする。 
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(使用料) 

第７条 診療所(第１５条に規定する指定管理診療所を除く。次項において同

じ。)において第４条第１項の診療を受けた者は、次に掲げる額の使用料を納付

しなければならない。 

（１）診療報酬の算定方法(平成２０年厚生労働省告示第５９号)に基づき算定

した額 

（２）消費税法(昭和６３年法律第１０８号)第６条第１項の規定により消費税

を課されないこととなる診療以外の診療を行ったときは、診療報酬の算定方

法に基づき算定した額に１００分の１５０を乗じて得た額の範囲内において

市長が定める額 

（３）往診のために車を使用したときは、次に掲げる往診距離の区分に応じて

定める額(以下「往診料額」という。)に、往診料額に消費税法第２９条の税

率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和

２５年法律第２２６号)第７２条の８３の税率を乗じて得た額を加えた額(そ

の額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) 

ア 片道２キロメートル以下の場合 ３００円 

イ 片道２キロメートルを超え、４キロメートル以下の場合 ４００円 

ウ 片道４キロメートルを超える場合 イの額に２キロメートル(２キロメー

トル 未満の端数があるときは、これを２キロメートルとする。)につき３

００円を加算した額 

（４）前各号に掲げるもののほか、特別に費用を要するものについては、実費

を基準として市長が定める額 

２ 診療所の居宅サービスを受けた者は、介護保険法の規定による指定居宅サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準(平成１２年厚生省告示第１９号)に

基づき算定した額(以下「居宅サービス費用基準算定額」という。)の使用料を

納付しなければならない。 

(手数料) 

第８条 次の各号に掲げる文書の交付を受けようとする者は、当該各号に掲げる
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額の手数料を納付しなければならない。 

（１）普通診断書 １通につき１，５７５円 

（２）自動車損害賠償責任保険に関する診断書その他記載事項がこれに類する

もの １通につき４，２００円 

（３）死亡診断書 １通につき３，１５０円 

（４）死体検案書 １通につき３，１５０円 

（５）介護保険法第２７条の規定による要介護認定若しくは同法第３２条の規

定による要支援認定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律(平成１７年法律第１２３号)第２１条の規定による障害支援区分

の認定に係る医師の意見書 

ア 在宅の者の新規の認定に関するもの １通につき５，５００円 

イ 在宅の者の継続の認定に関するもの １通につき４，４００円 

ウ 施設に入所している者の新規の認定に関するもの １通につき４，４

００円 

エ 施設に入所している者の継続の認定に関するもの １通につき３，３

００円 

（６）証明書 １通につき１，０５０円 

（７）診察券(再交付の場合に限る。) １枚につき１５０円 

（８）前各号に定めのない文書 実費を基準として市長が定める額 

(使用料等の納付) 

第９条 前２条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、利

用の都度納付しなければならない。ただし、市長は、規則で定める場合は、延

納させ、又は分納させることができる。 

(使用料等の減免) 

第１０条 前３条の規定にかかわらず、市長は、規則で定めるところにより、使

用料等を減額し、又は免除することができる。 

(使用料等の不還付) 

第１１条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、市長は、規則で定
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めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。 

(利用料金) 

第１９条 指定管理診療所において第４条第１項の診療又は居宅サービスを受け

た者は、指定管理者に対し、それらの利用に係る料金(以下「利用料金」とい

う。)を納付しなければならない。 

２ 第７条第１項各号の規定は、利用料金(居宅サービスを受けた者の利用に係る

料金を除く。)の額について準用する。この場合において、同条第１項第２号及

び第４号中「市長が」とあるのは「、第１５条に規定する指定管理者が市長の

承認を得て」と、同項第３号中「額)」とあるのは「額)の範囲内において、第

１５条に規定する指定管理者が市長の承認を得て定める額」と読み替えるもの

とする。 

３ 利用料金(居宅サービスを受けた者の利用に係る料金に限る。)の額は、居宅

サービス費用基準算定額とする。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

(利用料金の納付) 

第２０条 利用料金は、利用の都度納付しなければならない。ただし、指定管理

者は、規則で定める場合は、延納させ、又は分納させることができる。 

(利用料金の減免) 

第２１条 前２条の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところによ

り、利用料金を減額し、又は免除することができる。 

(利用料金の不還付) 

第２２条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規

則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。 

 

○相模原市国民健康保険診療所条例施行規則 

 

(使用料等 の延納又は分納) 

第４条 条例第９条ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。 
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（１）応急の診療を必要とし、当該診療の際、使用料又は手数料の一部又は全

部を納付することが困難と市長が認めるとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、事後に納付することがやむを得ないと市長が

認めるとき。 

(使用料等の減免) 

第５条 条例第１０条の規定による使用料等の減額又は免除は、市長 が特に必要

と認めた場合に、その都度市長が定める率により行う。 

２ 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、国民健康

保険診療所使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、使用料等

を、減額し、又は免除するときは国民健康保険診療所使用料等減免決定通知書

により、減額せず、又は免除しないときはその旨を申請者に通知するものとす

る。 

(使用料等の還付) 

第６条 条例第１１条ただし書の規定による既に納付された使用料等(以下「既納

使用料等」という。)の還付は、市長が特に必要と認めた場合に、その都度市長

が定める率により行う。 

２ 前項の規定により既納使用料等の還付を受けようとする者(以下「還付申請

者」という。)は、国民健康保険診療所使用料等還付申請書を市長に提出しなけ

ればならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、既納使用料

等を、還付するときは国民健康保険診療所使用料等還付決定通知書により、還付

しないときはその旨を還付申請者に通知するものとする。 

(利用料金の延納又は分納) 

第８条 条例第２０条ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。 

（１）応急の診療を必要とし、当該診療の際、利用料金の一部又は全部を納付

することが困難と指定管理者が認めるとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、事後に納付することがやむを得ないと指定管
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理者が認めるとき。 

(利用料金の減免) 

第９条 条例第２１条の規定による利用料金の減額又は免除は、指定管理者が特

に必要と認めた場合に、その都度市長の承認を得て 指定管理者が定める率によ

り行う。 

２ 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理

者が別に定める方法により、指定管理者に減額又は免除の申請をするものとす

る。 

(利用料金の還付) 

第１０条 条例第２２条ただし書の規定による既に納付された利用料金(以下「既

納利用料金」という。)の還付は、指定管理者が特に必要と認めた場合に、その

都度市長の承認を得て 指定管理者が定める率により行う。 

２ 前項の規定により既納利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が

別に定める方法により、指定管理者に還付の申請をするものとする。 


